
改元・10 連休にかかるお知らせ 
 

 平素より格別のお引き立てをいただき、誠にありがとうございます。 
 2019 年 5 月 1 日に改元、同日を祝日とし、4 月 27 日(土)から 5 月 6 日(月)までの 10
日間が休日となります。 
 お客さまにご不便をおかけすることがないように準備を進めておりますが、一部やむを得ず
お客さまにお手数をおかけする場合がございますので、何卒ご理解とご協力を賜りますようお
願い申し上げます。 
 当金庫では改元および 10 連休に係るご相談を受け付け致しております。資金繰りのご相談
をはじめお気軽に何でも営業店窓口にご相談ください。 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【 改元に関わるＱ＆Ａ 】 

Ｑ1 「平成」が記載されている官公署の証明書等は、有効な証明書として受け付けてもらえますか？ 

Ａ1 官公署発行の各種証明書等については、「平成」表記が残っている場合でも有効な証明書として受け付けるよう国

から指示がでています。ただし、書類ごとに、有効期限が定められているものがありますので、期限切れにご注意

ください。 

Ｑ2 「平成」が記載されている金庫所定の帳票・書式類はそのまま使用できますか？ 

Ａ2 当金庫所定の帳票類は、2019年 5月以降は「平成」表記を下記の通り訂正してご使用ください。 

（例）2019 年 5 月 7 日に、新元号をご使用いただく場合は、次の通り、「平成」に二重線を引き、「令和」とご

記入のうえご使用ください。 

この場合、訂正印は原則不要です。 

 

 令和                   令和 

 平成 1 年 5月 7 日    または    平成 元年 5月 7日 

 

その他ご不明な点につきましてもお気軽にお問い合わせください。 


